
平
成
十
二
年
文
部
省
令
第
十
四
号

ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
の
対
象
試
合
等
に
お
け
る
選
手
、
監
督
、
コ
ー
チ
及
び
審
判
員
の
登
録
に
関
す
る
省
令

ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
の
実
施
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
、
ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
の
対
象
試
合
に
お
け
る
選
手
、
監
督
、
コ
ー
チ
及
び
審
判

員
の
登
録
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
登
録
の
申
請
）

第
一
条
　
対
象
試
合
等
に
出
場
す
る
選
手
、
監
督
及
び
コ
ー
チ
並
び
に
対
象
試
合
の
審
判
員
（
以
下
「
選
手
等
」
と
い
う
。
）
の
登
録
の
申
請
は
、
選
手
、
監
督
及
び
コ
ー
チ
に
あ
っ
て
は
ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
の
実
施
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
年
法
律
第
六
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
の
社
員
が
、
審
判
員
に
あ
っ
て
は
公
益
財
団
法
人
日
本
サ
ッ
カ
ー
協
会
（
昭
和
四
十
九
年
八
月
三
十
一

日
に
財
団
法
人
日
本
サ
ッ
カ
ー
協
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
第
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
公
益
財
団
法
人
日
本
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
協
会
（
昭
和
五
十
一
年
三
月
三
十
日
に
財
団
法
人
日
本
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー

ル
協
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
同
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
審
判
員
に
あ
っ
て
は
、
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
を
記
載
し
た
申
請
書
を
機
構
に
提
出
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
氏
名

二
　
生
年
月
日

三
　
所
属
す
る
サ
ッ
カ
ー
チ
ー
ム
又
は
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
チ
ー
ム
の
名
称

四
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
業
務
規
程
で
定
め
る
事
項

（
登
録
の
実
施
）

第
二
条
　
前
条
の
申
請
に
係
る
選
手
等
の
登
録
は
、
機
構
が
前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
登
録
年
月
日
を
登
録
簿
に
記
載
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

（
登
録
の
拒
否
）

第
三
条
　
機
構
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
選
手
等
の
登
録
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
第
一
条
に
規
定
す
る
申
請
書
に
虚
偽
の
記
載
が
あ
る
と
き
。

二
　
第
一
条
の
申
請
に
係
る
選
手
等
が
法
の
規
定
に
違
反
し
た
者
で
あ
る
と
き
。

三
　
第
一
条
の
申
請
に
係
る
選
手
等
が
機
構
が
開
催
す
る
法
第
二
十
四
条
第
一
号
に
規
定
す
る
試
合
の
結
果
又
は
同
号
に
規
定
す
る
競
技
会
の
経
過
若
し
く
は
結
果
に
影
響
を
与
え
る
不
正
行
為
を
し
た
者
そ
の
他
の
公
正
な
対
象
試

合
等
を
行
う
に
不
適
切
な
者
で
あ
る
と
機
構
が
認
め
る
と
き
。

（
登
録
の
変
更
）

第
四
条
　
機
構
の
社
員
又
は
公
益
財
団
法
人
日
本
サ
ッ
カ
ー
協
会
若
し
く
は
公
益
財
団
法
人
日
本
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
協
会
（
以
下
「
社
員
等
」
と
い
う
。
）
は
、
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ

の
旨
を
機
構
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
の
取
消
し
）

第
五
条
　
機
構
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
選
手
等
の
登
録
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
社
員
等
か
ら
登
録
の
抹
消
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
。

二
　
登
録
を
受
け
た
選
手
等
が
死
亡
し
、
又
は
失
踪
の
宣
告
を
受
け
た
と
き
。

２
　
機
構
は
、
第
三
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
選
手
等
の
登
録
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
登
録
の
抹
消
）

第
六
条
　
機
構
は
、
登
録
を
受
け
た
選
手
等
が
前
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
取
り
消
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
登
録
を
抹
消
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
社
員
等
へ
の
通
知
）

第
七
条
　
機
構
は
、
選
手
等
を
登
録
し
、
若
し
く
は
登
録
を
抹
消
し
、
又
は
登
録
簿
の
記
載
事
項
を
変
更
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
社
員
等
及
び
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
〇
月
一
日
文
部
科
学
省
令
第
五
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
二
月
一
日
文
部
科
学
省
令
第
三
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
一
一
月
二
七
日
文
部
科
学
省
令
第
三
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
五
月
一
三
日
文
部
科
学
省
令
第
一
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
九
日
文
部
科
学
省
令
第
四
二
号
）

1



こ
の
省
令
は
、
ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
の
実
施
等
に
関
す
る
法
律
及
び
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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